
 

東都大学 公的研究費管理規程 

 

平成２１年１１月９日 

学長裁定 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、東都大学（以下「本学」という。）における公的研究費の管理及び使用（以

下「管理」という。）を適正に行うために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において「公的研究費」とは、次のとおりとする。 

（１）国、地方公共団体又は公の研究資金配分機関から交付された研究費 

 （２）民間の研究助成団体から交付された研究費 

 （３）その他民間企業等、本学の外部から交付された研究費 

 

（管 理） 

第３条 本学における公的研究費の管理は、事務局が行うものとし、研究者個人が行ってはなら

ない。（当該資金に特段の定めがある場合を除く。） 

２ 公的研究費の使用は、別に定める公的研究費使用内規によるものとする。 

 

（研究費の使用及び研究者の責務） 

第４条 研究者は、研究費の使用に当たっては法令等を遵守し、特に研究目的等が定まっている

ものにあっては、当該研究目的等に直接関係する研究活動のみに使用するものとする。 

２ 研究者は、研究費の使用に際して、常に使用状況を把握するものとする。 

 

（事務職員の責務） 

第５条 事務職員は、研究費の執行に当たっては法令等を遵守するとともに、常に当該研究費の

使用状況を把握し、適切な管理に努めるものとする。 

 

（誓約書） 

第６条 公的研究費への応募または執行を行うものは、当該年度の４月に別紙１の誓約書に署名

の上、事務局へ提出するものとする。なお、提出がないものについては、本学が管理を義務付

けられている公的研究費への応募資格はないもとのとする。 

２ 公的研究費の財源でのみ取引のある業者で、前年度または当該年度に３回以上の取引がある

業者についても、別紙２の誓約書に署名・提出の上、取引を行うこととする。 

 



 

 

（管理責任者） 

第７条 本学における公的研究費の管理を適正に行うため、本学に最高管理責任者及び統括管理

責任者を置く。 

２ 最高管理責任者は、公的研究費の管理について最高責任を負う者とし、学長をもって充てる。 

３ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理について実質的な責任を負

う者とし、事務局長をもって充てる。 

 

（不正防止計画の策定及び実施） 

第８条 最高管理責任者は、公的研究費の管理に関して不正を防止するための具体的な計画を策

定し、その実施に努めるものとする。 

２ 不正防止計画推進部署として、総務課を充てる。 

 

（相談窓口） 

第９条 公的研究費の管理に関する学内及び学外からの相談については、総務課を窓口とする。 

 

（不正の告発） 

第１０条 前条の相談窓口に対して、公的研究費の管理に関して不正が行われている旨の告発が

あった場合、総務課長は速やかに事務局長及び学長に伝達し、指示を受けるものとする。 

 

（調査委員会） 

第１１条 学長は、前条の告発等により公的研究費の管理に関して不正があったことが疑われる

場合には、東都大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程に基づき、調査委員

会を設置して調査を行わせるものとする。 

 

 

（報 告） 

第１２条 前条の委員会は、調査の結果を書面で学長に報告するものとする。 

 

（処 分） 

第１３条 学長は、前条の報告により不正を確認した場合は、学校法人青淵学園就業規則に基づ

き、関係した研究者又は事務職員を処分するよう理事長に要請するものとする。 

２ 前項の不正に取引業者が関与していた場合は、当該業者との取引を 1年間停止するものとす

る。 

 

 



 

（内部監査体制） 

第１４条 学長は、本学における公的研究費の管理を適正に行うため、内部監査体制を整備する

ものとする。 

 

（雑 則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の管理に関して必要な事項は、学長が別に

定める。 

 

附 則   

この規程は平成２１年１１月９日から施行する。 

この規程の改正は平成２７年１０月１日から施行する。 

  



 

（別紙１） 

 

  年  月  日 

 

公的研究費の使用にあたっての誓約書 

 

東都大学 学長 殿  

 

（自 署） 

 

私              は、     年度の公

的資金による研究を遂行するにあたり、研究費使用ルール等

を理解し、これらを遵守いたします。  

また、これらの経費の全部または一部が国民の貴重な税金

で賄われていることを十分認識し、公正かつ効率的に使用す

るとともに、コンプライアンス及び研究者としての行動規範

を遵守し、研究において不正行為を行わないことを約束いた

します。  

なお、それらに反した場合は、処分と法的責任を負うこと

も理解しています。 
  



 

（別紙２） 

 

東都大学 学長 殿 

 

誓  約  書 

 

  弊社（又は私）は、貴学からのご依頼の趣旨を十分に理解し、

貴学所属の研究者が獲得された公的研究費（科学研究費補助金等）

による物品等の購入依頼に際しては、会計上、公正且つ適切な処

理を行い、又、発注依頼書等に基づく納品・検収業務についても

ご協力することを約束いたします。 

  又、貴学が研究費に関して実施する監査等に際して、取引帳簿

の閲覧・提出等の要請があった場合は、可能な限りこれに協力し、

貴学研究者等から不正な要求があった場合は、貴学の通報窓口へ

連絡致します。 

万一、弊社（又は私）に不正が認められた際は、取引停止を含

むいかなる処分を講じられても異議はありません。 

 

         年   月   日 

 

  住 所 ：                                              

  Ｔ Ｅ Ｌ ：                                              

  会 社 名 ：                         

  代表者又は 

  事 業 主 名 ：                                       ㊞    


